
19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

56,975 70,798 71,145 72,908 67,027

0 -5,044 -4,100 -5,674 0

0 0 0 0 0

56,975 65,754 67,045 67,234 67,027

46,756 60,973 63,089 64,316

82.1% 92.7% 94.1% 95.7%

基準値 目標値

－ 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

－ － － 42.40% 46.30% 集計中 前年度以上

－ － 前年度以上前年度以上前年度以上

本施策は、予算書の以下の項に対応しています。
（項）高齢者日常生活支援等推進費：高齢者の介護予防・健康づくり等に必要な経費（一部）
（項）介護保険制度運営推進費：介護保険制度の適切な運営等に必要な経費（一部）

補正予算（b）

モニタリング結果報告書
（厚生労働省23（Ⅳ－５－２））

施策目標名 高齢者の介護予防・健康づくりを推進し、生きがいづくり及び社会参加を促進する（施策中目標　Ⅳ－５－２）

施策の概要
本施策は、次の施策小目標を柱に実施しています。
（施策小目標１）効率的な介護予防・健康づくりを推進すること
（施策小目標２）高齢者の社会参加・生きがいづくりのための活動を支援すること

予算書との関係
・関連税制

執行率（％、d/(a＋b＋c)）

施政方針演説等の名称

施策の背景・枠組み
（根拠法令、政府決定、関

連計画等）

　本施策は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事
等の介護、機能訓練並びに看護及び療養条の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を
保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉
サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等
に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的としています（平
成12年4月に介護保険法施行）。
　また、介護保険制度の円滑な実施の観点から、被保険者が要介護状態となることを予防するとともに、要介護
状態となった場合においても、可能な限り、地域において自立した生活を営むことができるよう支援するため、平
成18年度より地域支援事業を実施しています

施策の予算額・執行額等

※　「執行額」欄には、独法の運
営費交付金は含まない。

区分 24年度要求額

予算の
状況

（百万円）

当初予算（a）

繰越し等（c）

合計（a＋b＋c）

執行額（百万円、d）

担当部局名 老健局 作成責任者名 総務課長　大澤範恭 報告書作成日

測定指標

参考資料の情報
関連法令（右記検索サイトから検索できます）　ＵＲＬ：　http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/
・指標①は、介護予防事業報告による（老健局老人保健課調べ）。

平成23年6月30日

①二次予防事業参加者の状態
の改善率

実績値

年度ごとの目標値

施策に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等
のうち主なもの）

年月日 関係部分（概要・記載箇所）


